
市民協働課　☎(55)7113

愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓制度が始まります！

市では、お互いを尊重し合い、個性が生きるまちの実現を目指し、「愛西市パートナー
シップ・ファミリーシップ宣誓制度」を4月1日（火）から開始します。

この制度は、お互いを人生のパートナーとし、永続的な生活共同体を築くことを約束し
た2人が市にそのパートナーシップを宣誓し、市が宣誓したことを証明するものです。
その2人、またはどちらか一方の子を始めとした近親者（三親等内のもの）がいる場合

は、ファミリーシップを宣誓することもできます。

３月２４日（月）午前９時から事前予約の受付

４月１日（火）制 度 開 始 日

市民協働課へ電話またはメール予  約  方  法
申請手続きについて、詳しくは市ホームページをご覧ください。
※宣誓をする際は予約が必要です。

ごみの出し方や分別方法、収集日などをお持ち
のスマートフォンやタブレット端末から手軽に
確認することができるアプリを配信しています。
ごみの品目から分別区分や出し方を検索でき、
また、アラームで収集日をお知らせする機能も
あり、出し忘れや出し間違いを防止します。ご
みの分別方法や出し方を知ることで、ごみの減
量やリサイクルにつながります。
ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」をぜひダウン
ロードしてご利用ください。
また、外国語版（英語・中国語・ポルトガル語・
ベトナム語）も配信しています。

　環境課　☎（55）7114

ごみの分別方法や
収集日に悩んだことは
ありませんか？

ごみ分別促進アプリ「さんあ～る
」配信中！
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